
独立行政法人水産大学校の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理　事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,655 11,856 4,799
千円 千円 千円 千円

1,080 (地域手当)
78 (通勤手当)

千円 千円 千円 千円

該当者無し （　　　　）
千円 千円 千円 千円

188 188 － － （　　　　）
千円 千円 千円 千円

◇4,175

Ａ監事
（非常勤）

前職

　中期目標に定められた業務について、当該目標を達成するための中期計画に沿った年
度計画が順調に実施され、平成１９年度業務の実績が独立行政法人評価委員会において
「Ａ評価」を受けたところであるが、諸情勢を踏まえ、業績反映による役員報酬の増減は行わ
なかった。

改定無し。

改訂無し。

14,741

改訂無し。

9,408

監　事

法人の長

就任・退任の状況
役名

Ａ理事

その他（内容）

千円 千円 千円 千円

188 188 － － （　　　　）

注1：

注2：

注3：

３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注1：

注2：

※

「前職」欄において、「＊」は退職公務員を、「◇」は役員出向者（本府省課長・企画官相当職以上）を、「※」は独
立行政法人の退職者を、「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職者を、空欄は該当がないことを示
す。

法人での在職期間

「広域手当（広域異動手当）」とは、人事交流により本校の役員となった場合に、これに伴い勤務場所に変更が
あった役員に支給されているものである。

摘　　要

監　事

理　事

該当者無し

該当者無し

該当者無し

「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されているもので
ある。

「前職」欄において、「＊」は退職公務員を、「◇」は役員出向者（本府省課長・企画官相当職以上）を、「※」は独
立行政法人の退職者を、「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職者を、空欄は該当がないことを示
す。

法人の長

区分

Ｂ監事
（非常勤）

監事（非常勤）の退職手当については、「独立法人水産大学校退職手当支給規程」に支給する旨規定されていな
いため、記載を省略する。



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

① 人件費管理の基本方針

② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

　職員の勤務成績に応じ、150/100（特定幹部職員にあっては190/100）を超
えない範囲内において成績率を決定し、俸給等の月額にこれを乗ずること
等により勤勉手当を支給する。

　　　改訂無し。

制度の内容

俸　給 （昇給）

　昇給日を１月１日とし、昇給日前１年間における勤務成績に基づき決定さ
れる昇給区分に応じ、当該区分に定められた号俸数の昇給を行う事ができ
る。
　なお、昇給区分の決定に際しては、職員の総数に対する勤務成績の極め
て良好な職員及び勤務成績が特に良好な職員の区分に決定する職員の割
合を定め、決定を行う。

　昇給や勤勉手当の成績率について、職員の勤務成績等に基づいた決定を行っている。

　独立行政法人通則法第６３条第３項に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受
ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、業務の実績及び中期計画における人件費
の見積、その他の事情を考慮し決定を行っている。

　中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、人員の適正な配置及び合理化を行い、
中期計画の人件費の見積の範囲内で人件費の管理を行っている。

賞与：勤勉手当
（査定分）

給与種目

２　職員給与の支給状況

① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

153 45.4 7,156 5,150 55 2,006
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 42.6 5,828 4,230 64 1,598
人 歳 千円 千円 千円 千円

67 49.8 8,343 5,952 93 2,391
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 41.4 7,337 5,306 0 2,031
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 39.6 5,754 4,208 0 1,546
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 58.2 4,901 3,559 16 1,342
注1：

注2：

注3： 事務・技術及び教育職種以外の職種の業務内容は次のとおり。
　①船舶(一)：国の海事職(一)に相当する職種であり、練習船に乗り組む士官で乗船学生の教育業務等を行う。
　②船舶(二)：国の海事職(二)に相当する職種であり、練習船に乗り組む部員で甲板部、機関部、司厨部の業務を行う。
　③労務職種：国の行（二）に相当する職種であり、用務、調理、電話交換の業務を行う。

常勤職員

船舶（二）職種

該当がない区分（在外職員、任期付職員、再任用職員及び非常勤職員）及び区分中の職種（研究職種、医療職
種（病院医師・病院看護師）及び教育職種（高等専門学校教員））は省略した。

事務・技術

常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

労務職種

区分 人員

教育職種

船舶（一）職種

平成２０年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与
平均年齢



② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）

〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注1：

注2：

注3：

（事務・技術職員）

四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

5 53.7 8,254 8,650 9,238

3 55.2 － 7,869 －

16 44 4 5 008 5 898 6 628

本部課長

分布状況を示すグループ 人員

本部係長

本部課長補佐

32～35歳、36～39歳、40～43歳及び52～55歳の年齢階層における該当者が２名以下であるため、当該個人に関
する情報が特定されるおそれがあることから、平均給与額を示す点を表示していない。

①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

平均年齢 平均

該当者が４名以下の年齢階層については、第１、第３分位を示す点を表示していない。
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

（人）（千円）

16 44.4 5,008 5,898 6,628

10 30.3 3,042 3,472 3,565

注：

③ 職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員）

計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

人 人 人 人 人 人 人 人

34 5 5 9 7 4 4

（14.7%） （14.7%） （26.5%） （20.6%） （11.8%） （11.8%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

29 48 57 56 59 56

～ ～ ～ ～ ～ ～

24 28 30 45 47 51
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,377 3,988 4,423 5,122 6,369 6,917

～ ～ ～ ～ ～ ～

2,122 2,449 3,023 4,460 5,262 6,027
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,223 5,418 5,992 7,243 8,714 9,411

～ ～ ～ ～ ～ ～

2,902 3,375 4,087 6,363 7,379 8,254

－

年齢（最高～最
低）

本部課長補佐については、該当者が４名以下であるため、第１四分位及び第３四分位を記載していない。

－

本部係員

年間給与額(最
高～最低)

課　長課長補佐係　員
標準的な職
位

区分

部長

所定内給与年
額(最高～最低)

人員

係　員 係　長 係　長

本部係長

－

－

（割合）

0 

5 

10 

15 

20 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

10,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳
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夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

－ － －

％ ％ ％

－ － －

％ ％ ％

－ － －

％ ％ ％

65.5 67.9 66.7
％ ％ ％

34.5 32.1 33.3
％ ％ ％

42.1～31.5 38.2～28.6 36.7～30.1

対国家公務員（行政職（一）） 88.1

対他法人（事務・技術職員） 82.8

注：

　　　給与水準の比較指標について参考となる事項

当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、すべての
独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００として、法人が現に
支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。

一般
職員

管理
職員

最高～最低

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

内　　容

区分

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一律支給分（期末相当）

最高～最低

⑤ 職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

④ 賞与（平成２０年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

○事務・技術職員

項　目

対国家公務員　８８．１

地域勘案 94.6

学歴勘案 89.8

地域・学歴勘案 94.8

該当無し。

容

指数の状況

【検証結果】
該当無し。

【検証結果】
比較指数は 88.1であり、給与水準は適切である。

【累積欠損額について】
 ０円（平成20年度決算）

給与水準の適切性の
検証

【国からの財政支出の状況】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　77.4％
（国からの財政支出額 2,343,324千円、支出予算の総額 3,025,954千円：平
成20年度予算）

参　考

目

講ずる措置



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
注：

総人件費について参考となる事項

①対前年比増減の要因

・

・

・

・

②人件費削減の取組状況

ア

イ

　非常勤役職員等給与について、契約職員数の減少により、減額となった。

　福利厚生費について、職員数の減少により、減額となった。

1,813,275 1,799,377

183,241 44,238

41,972

△ 1,074

13,898

139,003

△ 4,882 （△ 11.6）

　人件費については、第２期中期目標において「行政改革の重要方針」（平成17年12月24
日閣議決定）を踏まえ、平成18年度からの５年間において、国家公務員に準じた人件費削
減（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を
踏まえた給与改定部分を除く。）の取組を行うとともに、給与構造改革を踏まえた給与体系
の見直しを進めることとなっている。

退職手当支給額

　アを目標として、第２期中期計画において「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣
議決定）を踏まえ 平成18年度からの５年間において ５％以上の人件費削減（退職金及び

（△　11.2）

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時(平成
18年度)からの増△減

給与、報酬等支給総額
（△　 1.7）

187,263

最広義人件費

（△  1.2）1,406,755 1,431,139

△ 4,659

△ 24,384

37,090

（△   1.9）
福利厚生費

186,189

△ 16,817

（   31.8）

非常勤役職員等給与

（　  3.1）（　  0.8） 54,214

（△   0.6）

79,305 （   76.3）

△ 3,615

　給与、報酬等支給総額について、定年退職者に対して新規採用を抑制することにより、減
額となった。

本表に記載された額は、単位以下の端数処理の関係から、該当年度の財務諸表における付属明細
書に記載された数値と異なる場合がある。

　退職手当支給額について、退職者の増加等により増額となった。

ウ

基準年度
(平成17年度)

平成18年度 平成19年度 平成20年度

1,436,682 1,423,572 1,431,139 1,406,755

△ 0.9 △ 0.4 △ 2.1

△ 0.9 △ 1.1 △ 2.8

注1：

注2：

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

　平成21年度以降は、定年退職者に対して新規採用を抑制することにより、平成22年度末
には５％以上の削減計画を確実に達成することとしている。

議決定）を踏まえ、平成18年度からの５年間において、５％以上の人件費削減（退職金及び
福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改
定部分を除く。）の取組を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、役職員の
給与について必要な見直しを進めることとしている。

「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事
院勧告を踏まえた官民較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。

本表に記載された額は、単位以下の端数処理の関係から、該当年度の財務諸表における付属明細
書に記載された額と異なる場合がある。

総人件費改革の取組状況

人件費削減率（補正値）
（％）

人件費削減率
（％）

給与、報酬等支給総額
（千円）

年　　度


